
「テレビ受信者支援センター」の活動概要

般的な相談 応 話

資料１

総務省 テレビ受信者支援センタ

一般的な相談対応（電話）個別的・専門的な相談対応（電話、訪問等）

総務省 テレビ受信者支援センター
（２００９年２月から、全県で業務開始）

① 受信相談への対応 ②受信状況の調査 ③説明会、訪問対応

○コールセンターで原因が特定
きな 相談 必 応

○測定車による調査で受信
良地区を把握

○校区や公民館単位での説明
会 開催等できない相談は、必要に応じ

支援センターが訪問対応。
○受信方法の助言等を行う。

不良地区を把握。

○放送事業者や関係団体に
情報提供し、円滑な受信者
対応へ反映。

会の開催等

○高齢者、障害者等を戸別訪
問し、地デジの基礎から説明。

対応へ反映。

④ 共聴施設のデジタル化の促進



資料２

目標数 実施回数 進捗率 目標数 訪問済数 進捗率 目標数 訪問済数 進捗率

徳島県 420 179 43% 180 171 95% 340 71 21%

香川県 540 265 49% 460 235 51% 370 627 169%

愛媛県 830 305 37% 1,060 1,201 113% 830 456 55%

高知県 460 267 58% 300 178 59% 370 109 29%

合　計 2,250 1,016 2,000 1,785 1,910 1,263

※　説明会並びに施設訪問は、６月から開始

説明会 受信障害対策施設訪問 集合住宅施設訪問
県名

平成２１年度におけるデジサポの主な活動状況 H21.10.1現在



【辺地共聴施設のデジタル化支援制度の活用状況】

国の支援制度の活用実績

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

資料３

交付決定施設数

70

高知県香美市、宿毛市、津野町、仁淀川町、大豊町、高
知市、土佐清水市
愛媛県大洲市、西条市、久万高原町、内子町
香川県丸亀市、小豆島町
徳島県徳島市

平成２１年９月３０日現在

-

25
高知県安芸市、香美市、日高村、高知市
愛媛県内子町、大洲市
徳島県阿南市

備考



山間部等においてデジタルテレビ放送を受信するため共聴施設を改修又は新設する者に対して

辺地共聴施設整備支援事業の概要辺地共聴施設整備支援事業の概要 資料４

山間部等においてデジタルテレビ放送を受信するため共聴施設を改修又は新設する者に対して
国がその整備費用の一部を補助。特に新たな難視地域において共聴施設を新設する場合の補助
率を見直し、支援措置を拡充（補助率：１／２⇒２／３）。

① 事業主体 ： 市町村又は辺地共聴施設の設置者
① 事業主体 ： 市町村又は辺地共聴施設の設置者

（１）有線共聴施設の場合 （２）無線共聴施設の場合
１ スキーム

② 対象地域 ： 山間部など中継局の放送エリアの外の地域

③ 補助対象 ： 受信点設備の移設費、改修費等

④ 補助率 ：

② 対象地域 ： 山間部など中継局の放送エリアの外の地域

③ 補助対象 ： 受信点設備、有線伝送路、送信設備等

④ 補助率 ：

既設共聴施設を改修する場合
既設共聴施設を改修する場合 → １／２

新たな難視地域において共聴施設を新設する場合 → ２／３

既設共聴施設を改修する場合 → １／２

新たな難視地域において共聴施設を新設する場合 → ２／３

有線共聴施設の場合は各世帯当たりの費用が

受信点設備等 線路アンプ調整
受信点設備等

送信設備
（ギャップフィラー）

有線共聴施設の場合は各世帯当たりの費用が
３万５千円を超える場合が補助対象。

有線伝送路有線伝送路

２ 平成２１年度予定額 ５２ １億円２ 平成２１年度予定額 ５２．１億円



 
 

 

 

 

 

 

 

１ 施策の概要 
 

受信障害対策共聴施設のデジタル化に関し、①共聴施設に関する当事者間の協議を

促進するための受信調査の拡充、②デジタル化により新たに受信障害が生じる場合の

共聴施設の新設に要する費用の補助、③ケーブルテレビへの移行に対する支援、④共

聴施設の改修等の対応方策の決定や費用負担に関して、第三者による相談対応やあっ

せん・調停等を行う紛争処理体制の整備を実施する。 

【補助対象主体及び補助率】 

① 民間法人等（補助率：１０／１０） 

  ② 共聴施設の管理者（民間法人等を経由して補助）（補助率：２／３） 

   ③ 共聴施設の管理者（民間法人等を経由して補助）（補助率：１／２） 

  ④ 民間法人等（補助率：１０／１０） 

事務費 民間法人等（補助率：１０／１０） 
 

２ イメージ図  

 
 

３ 所要経費 

         平成２１年度 第一次補正予算額 

   一般会計         ５，０４０百万円 

受信障害対策共聴施設

アナログ放送用

受信アンテナ
地上放送局

既設
建造物

ケーブルテレビ局

アナログ放送用

ヘッドアンプ

ケーブルテレビに移行する

ため、新たに幹線等を敷設

＜受信障害対策共聴施設のケーブルテレビへの移行＞

・あっせん・調停等

協議不調時に

対応方策を相談

・私法・公法分野の法律

専門家

・技術の専門家

・住宅管理の専門家 等

これまでと同様に

費用は負担したく

ない

受信障害共聴施設の

デジタル化の費用の一

部を負担してほしい

当事者間の協議を促進当事者間協議の不調

共聴施設デジタル化

紛争処理センター

・簡易相談

＜紛争処理機能の強化＞＜中継局の変更による共聴施設の新設＞

デジタル波の到来方向

従来の受信中継局がデジタル送信を行わないため、受信中継局を変更し

たところ、新しい受信中継局からの電波の到来方向に既設のビルが存在

するため、受信障害が発生し、共聴施設を新設する必要性が発生

アナログ波の到来方向

従来の受信中継局

（アナログのみ、

デジタル送信せず）

新しい受信中継局

（デジタル）

従来より

受信障害なく

視聴すること

が可能

都市受信障害対策共聴施設デジタル化改修支援 

事業の概要 

全国に約５万施設、約６２０万世帯が利用している受信障害対策共聴施

設については、原因者の特定が困難である等のため、デジタル化が進展し

ていない状況。このため、施設のデジタル化改修等についての国による支

援を強化する。 

資料５ 



 
 

 

 

 

 

 

 

１ 施策の概要 
 

集合住宅共聴施設のデジタル化対応について、規模の小さい施設や老朽化した施設

の場合には、一般に改修工事費が大きくなりやすく、世帯当たりの負担額が著しく増

加する傾向にあることから、改修等が進みにくい状況にある。 

このため、規模の小さい集合住宅や老朽化した集合住宅など、デジタル化対応費用

が著しく過重となる場合を対象に、①共聴施設の改修を行う場合及び②ケーブルテレ

ビを活用しデジタル化対応する場合において、デジタル化対応費用の最大１／２を補

助することにより、デジタル化改修を促進する。 
 
 
 

【補助対象主体及び補助率】 
 

①② 共聴施設の管理者（民間法人等を経由して補助）（補助率：１／２） 
 

  事務費 民間法人等（補助率：１０／１０） 
 
 
 

２ イメージ図  

 

 
 

 

３ 所要経費 

         平成２１年度 第一次補正予算額 

   一般会計         ８，７５９百万円 

ケーブルテレビ局

地上放送局
②ケーブルテレビを活用
しデジタル化対応するた
め、新たにケーブル等を
敷設

①集合住宅の共聴施設を

デジタル放送に対応する
ために改修

集合住宅

集合住宅共聴施設デジタル化改修支援事業 

の概要 

全国の約２００万棟、約１９００万戸の集合住宅のデジタル化対応促進

のため、施設のデジタル化改修及びケーブルテレビへの移行について国が

その費用の一部を補助する。 

資料６ 



「新たな難視地区」発生のメカニズム（地上デジタル放送電波の性質）

地上デジタル放送では、電波の強さがある値を下回ると受信画質が急激に劣化する特徴があります。

資料７

強 ← 電波の強さ → 弱

雪が降ったような症状
が徐々にひどくなる

急に、受信することが急に、受信することが
できなくなる

良←
 

受 地上デジタル放送受
信
画
質

地上デジタル放送

地上アナログ放送（UHF）→

悪

強 ← 受信機入力レベル（電波の強さ）→弱

ナ グ放送（ ）



資料８
地上デジタル放送受信機の普及状況

●受信機普及状況（総務省調査）

地上デジタル放送
受信機世帯普及率

アナログ停波の認知度
アナログ停波時期
(2011年)の認知度

２００８年３月調査 43.7% 92.2% 64.7%２００８年３月調査 43.7% 92.2% 64.7%
２００８年９月調査 46.9% ―（注） 75.3%
２００９年１月調査 49.1% ―（注） 77.8%
２００９年３月調査 60.7% 97.7% 89.6%
　　　　 〃 (徳島県)　57.7%
　　　　 〃 (香川県)　61.3%
　　　　 〃 (愛媛県)　60.3%
　　　　 〃 (高知県)　58.5%

　　　　　≪普及世帯に関する目標（※）≫

注　アナログが停波することについての設問がないため。

　　　　　　　　　①　最終普及目標　　　２０１１年４月までに全世帯（約５，０００万世帯）
　　　　　　　　　②当面の普及目標　　２００９年３月末時点において、６２％(３,１００万世帯)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年６月末時点において、６７％(３,３５０万世帯)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年９月末時点において、７２％(３,６００万世帯)   

２００９年12月末時点において ７７％(３ ８５０万世帯)

● 固定受信機の出荷状況（出典：社団法人 電子情報技術産業協会）

※「デジタル放送推進のための行動計画(第９次）」（２００８年１２月１日、
地上デジタル推進全国会議　公表）より抜粋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年12月末時点において、７７％(３,８５０万世帯) 

●　固定受信機の出荷状況（出典：社団法人 電子情報技術産業協会）

2009年8月末（累計） 2009年5月末（累計）
総計 約　５，６９５万台 約　５，２１２万台
　【内訳】
　　　地上デジタルテレビ 約　３，５６６万台 約　３，２３７万台
　　　デジタルレコーダ 約　　　８２６万台 約　　　７９７万台
　　　BDレコーダ 約　　　３２５万台 約　　　２６３万台
　　　チューナ 約 　　　７８万台 約　　　　６７万台

固定受信機

　　　チュ ナ 約 　　　７８万台 約　　　　６７万台
　　　その他 約　　　９００万台 約　　　８４８万台

　　　　　≪普及及台数に関する目標≫
　　　　　　　①最終普及目標　　　地上アナログテレビ放送の停止の期限（2011．7．24）までに１億台
　　　　　　　②当面の普及目標　　２００９年３月末時点において、４,９００万台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年６月末時点において、５,４００万台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年９月末時点において、５,９００万台

● ワンセグ対応携帯電話の出荷状況（出典：社団法人 電子情報技術産業協会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年12月末時点において、６,４００万台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９年９月末時点において、５,９００万台

※「デジタル放送推進のための行動計画(第９次）」（２００８年１２月１日、
地上デジタル推進全国会議　公表）より抜粋

●　ワンセグ対応携帯電話の出荷状況（出典：社団法人 電子情報技術産業協会）

2009年7月末（累計） 2009年4月末（累計）
　　約　６，４７９万台 　　約　５，７０７万台

ワンセグ対応携帯電話



資料９
デジタル中継局等の整備状況と世帯カバー率

H21.9末現在

１９年末 ２０年末
２１年
９月末

２１年末 １９年末 ２０年末
２１年
９月末

徳島県 ８８．２ ９１．４ ９２．０ ９３．２ ７ １５ ２３

三加茂森清、三
加茂加茂山、東
祖谷山、上勝、
佐那河内、海部
野江
［６局所］

　［４１局所］

香川県 ９２．１ ９７．５ ９８．２ ９８．３ ４ １０ １５
仁尾曽保、大内
水主
［２局所］

　［２５局所］

愛媛県 ８６．４ ９１．８ ９２．７ ９２．７ １２ ２６ ３３
長浜
［１局所］

　［５９局所］

高知県 ７９．８ ８５．８ ８８．１ ８９．０ ８ ２１ ３３

小筑紫、大月弘
見、室戸領家、
土佐大月、下川
口、東洋野根、
南国八京、伊野
鹿敷
［８局所］

　［５８局所］

四国 ８６．８ ９１．９ ９２．９ ９３．４ ３１ ７２ １０４ ［１７局所］ 　［１８３局所］

※中継局の開局状況は局所数を示す。

２２年末までの
開局予定（累積）

※カバー率は、１７年国勢調査に基づく世帯カバー率。

２１年１０～１２
月の開局予定

世帯カバー率
（％）

親局・中継局の開局状況
(累積)
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